
別紙   

重 要 事 項 説 明 書 

 

１ 事業者概要 

介護保険法令に基づき指定

を受けている事業者名 

医療法人社団 為王会 

尾形クリニック 

指定事業所番号 ０９１１１１００６２ 

居宅介護サービスの種類 訪問リハビリテーション 

主たる事務所の所在地 栃木県矢板市末広町４５番地３ 

代表者氏名 理事長  尾形 享一 

電話番号 ０２８７（４３）２２３０ 

２ サービスの内容 

  訪問リハビリテーションは、利用者の居宅において理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士が利用者の心身機能の維持・回復のため必要なリハビリテーションを行うサー

ビスです。 

３ 通常の事業の実施地域 

  矢板市、塩谷町、さくら市、那須烏山市 

及び那須塩原市（一区・二区・三区）、大田原市（野崎・佐久山地区）  

４ 営業日及び営業時間 

  月曜日～金曜日     午前８時３０分～午後５時３０分 

  日曜・祝祭日及び、８月１４日～１５日、１２月３１日～１月３日を休業日とする。 

５ 職員職務内容 

  医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士  

  適切なリハビリテーション技術をもって訪問リハビリテーションサービスの提供

に当たるものとする。 

６ 利用料 

① 介護保険法に基づき利用者の方に負担頂く利用料は以下の通りです。 

厚生労働省令で定める告示上の額 利用者負担（１割又は 2割又は 3割）   

② 介護保険外のサービスとなる場合（サービス利用料の一部が制度上の支給限度額

を超える場合を含む。）には、全額自己負担となります。 

③ 事業所の通常事業実施地域以外の居宅でサービスを希望する場合、交通費の実費

を負担頂きます。又、自動車を使用した場合は下記の交通費の費用を負担頂きま

す。 

事業所からの距離 交通費金額 

５ｋｍ未満 

５ｋｍ以上１０ｋｍ未満 

１０ｋｍ以上１ｋｍ毎 

 ５００円 

１０００円 

１００円加算 

７ 利用時の注意 

① 利用者の都合でサービスを中止する場合は、利用前々日までにご連絡下さい。 

② 利用当日、心身の不具合又は都合によりサービスを中止する場合、速やかにご

連絡下さい。 

 ＊ 連絡先 尾形クリニック ℡０２８７（４３）２２３０ 

 

 



８ 緊急時対応 

  契約書第１１条による、指定緊急時連絡先 

連絡先 氏名  

    住所 〒 

 

    本人との関係（続柄）  

    電話番号（自宅） ℡ 

        （自宅以外）   ℡ 

９ 苦情・要望について 

  利用者及びご家族は、当院の提供する介護サービスに対して苦情又は要望について

申し出ることができます。管理者、関係市町村、地域包括支援センター、及び当院

の所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函することも出来ます。又、ホームペー

ジ上のメールにて申し出ることが出来ます。 

行政機関名 担当課 電話番号 

栃木県国民健康保険団体連合会 介護福祉課介護サービス担当 ０２８－６４３－２２２０ 

矢板市役所 市民福祉部はつらつ高齢課 ０２８７－４３－３８９６ 

塩谷町役場 保健福祉課福祉担当 ０２８７－４５－１１１９ 

さくら市役場 保健福祉課高齢対策課係 ０２８－６８１－１１１６ 

那須烏山市保健福祉センター 健康福祉課 ０２８７－８８－７１１５ 

１０ 個人情報の取り扱い 

  個人情報の取り扱いにつきましたは、当法人の個人情報の保護に関する規則に準じ

て取り扱います。尚、診療記録等の開示・閲覧につきましては、窓口、リハスタッ

フまで申し出くだい。 

１１ サービス第三者評価 

  未実施 

 

以上 （乙）当事業者は（甲）に対し サービス契約に当たり重要事項を説明しました。 

             

                       令和  年  月  日 

                  説明者 尾形クリニック 

                      訪問リハビリテーション 

                      氏名          印 

 

（甲）私は、本書面に基づいて（乙）から上記重要事項の説明を受けました。 

甲（利用者）住所   

         〒          電話番号 

        氏名                  印 

 

甲‘（   ）住所   

               〒          電話番号  

              氏名                   印 

              甲との関係（続柄）  


